
毎週水曜日は一部午後8時まで開庁時間を延長しています ４平成 30年 7月 15日　広報ふっさ　No.1003毎週水曜日は一部午後8時まで開庁時間を延長しています

保
険
年
金
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

▼
後
期
高
齢
者
医
療
の
被
保
険

者
証
が
8
月
か
ら
新
し
く
な
り

ま
す

　

現
在
お
持
ち
の
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
（
藤
色
）
の

有
効
期
限
は
7
月
31
日
ま
で
で

す
。
8
月
1
日
か
ら
使
用
す
る

新
し
い
被
保
険
者
証（
青
竹
色
）

は
、
7
月
中
に
簡
易
書
留
・

転

送
不
要
郵
便
で
送
付
し
ま
す
。

　

不
在
の
場
合
は
郵
便
受
け
に

「
郵
便
物
等
お
預
か
り
の
お
知

ら
せ
」
が
入
り
ま
す
の
で
、
郵

便
局
に
連
絡
し
再
配
達
を
依
頼

す
る
か
、
直
接
郵
便
局
へ
受
け

取
り
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
だ
よ
り

▼
国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用

認
定
証
の
更
新
に
つ
い
て

　

限
度
額
適
用
認
定
証
は
、
毎

年
8
月
1
日
に
切
り
替
わ
り
ま

す
。

　

現
在
の
有
効
期
限
は
平
成
30

年
7
月
31
日
㈫
ま
で
と
な
っ
て

い
て
、
8
月
以
降
も
認
定
証
が

必
要
な
場
合
は
身
分
証
明
書
と

印
鑑
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
確
認

で
き
る
書
類（
通
知
カ
ー
ド
等
）

を
持
参
の
う
え
、
7
月
17
日
㈫

以
降
に
市
役
所
1
階
5
番
保
険

年
金
課
窓
口
で
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

【
申
請
で
き
る
方
】
70
歳
未
満

「発見！ 西多摩手箱

『西多摩フェア』」を開催します

　西多摩地域 8 市町村（福生市、青梅

市、羽村市、あきる野市、瑞穂町、日

の出町、檜原村、奥多摩町）は、西多

摩の魅力を一体的に発信することを目

的とした「発見！ 西多摩手箱『西多

摩フェア』」を開催します。当日は市

町村の公式キャラクターも大集合しま

す。ぜひお越しください。

【日時】7 月 21 日㈯・22 日㈰午前 9 時

～午後 4時

【場所】イオンモール日の出１階

【内容】観光情報 PR、特産品販売、体

験コーナー等

【問合せ】シティセールス推進課まち

の魅力創造グループ☎ 551・1740

銀
座
中
央
商
栄
会
が
古
着
交
換

会
を
開
催
！

　

毎
年
恒
例
の
古
着
交
換
会
を

開
催
し
ま
す
。

　

銀
座
中
央
商
栄
会
が
発
行

す
る
チ
ラ
シ
に
付
い
て
い
る

古
着
交
換
券
と
古
着
を
持
参

す
る
と
、
古
着
１
着
に
つ
き

買
い
物
券
（
100
円
）
と
交
換

し
ま
す
（
先
着
４
，０
０
０
着
、

交
換
券
１
枚
で
10
着
、
一
人

20
着
ま
で
）。

　

詳
し
く
は
、
銀
座
中
央
商
栄

会
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

【
交
換
日
】
８
月
18
日
㈯
午
前

10
時
～
11
時
※
小
雨
決
行
。
雨

天
時
は
19
日
㈰
に
順
延

「
福
生
打
ち
水
日
和
」
に
参
加

し
ま
せ
ん
か

　

暑
さ
対
策
や
涼
を
得
る
た
め

の
江
戸
の
知
恵
で
あ
る
「
打
ち

水
」。
打
ち
水
の
普
及
を
目
的

と
し
て
打
ち
水
イ
ベ
ン
ト
を
実

施
し
ま
す
。

　

一
緒
に
打
ち
水
を
し
て
い
た

だ
い
た
方
（
先
着
100
人
）
に
は
、

手
ぬ
ぐ
い
ハ
ン
カ
チ
を
差
し
上

げ
ま
す
。

【
日
時
】
7
月
31
日
㈫
午
後
4

時
～
5
時
（
雨
天
時
は
8
月
1

日
㈬
に
順
延
）

【
場
所
】
市
役
所
交
差
点
付
近

【
問
合
せ
】
環
境
課
環
境
係 

☎
551
・

１
７
１
８

年
金
だ
よ
り

▼
障
害
年
金
を
受
け
て
い
る
方

は
「
現
況
届
」
の
提
出
を
忘
れ

ず
に
！

　

次
の
①
・

②
に
該
当
す
る
方

に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
「
現

況
届
」が
郵
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
20
歳
前
の
病
気
・

け
が
に
よ

る
障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い

る
方

②
障
害
福
祉
年
金
か
ら
切
り
替

え
ら
れ
た
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
る
方

※
こ
の
届
出
は
、
8
月
か
ら
翌

年
7
月
ま
で
の
年
金
の
受
給
を

決
め
る
大
切
な
手
続
き
で
す
。

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
7

月
31
日
㈫
ま
で
に
市
役
所
1
階

後期高齢者医療保険料額決定通知書を送付しました
　平成 29 年中の所得に基づき算定

された平成 30 年度の保険料額決定

通知書をお送りしました。4 月から年金か

らの引き落としによる仮徴収をさせていた

だいた方には、今回の決定額からすでに納

付いただいた保険料を差し引いています。

〈保険料〉被保険者一人ひとりが納めます。

保険料率は 2 年ごとに見直され、原則、東

京都内で均一です。

〈保険料の決め方〉保険料年額（限度額 62
万円）※均等割額と所得割額の合算

（均等割額）被保険者 1人当たり 43,300 円

（所得割額）賦課のもととなる所得金額×

8.80％

※後期高齢者医療制度加入前日まで会社の

健康保険など（国保・国保組合は除く）の

被扶養者だった方は、均等割額が 5 割軽減

となり、所得割額はかかりません。

〈保険料の納め方〉納付方法は原則、年金

からの引き落とし（特別徴収）です。ただ

し、その年金額が年額 18 万円未満の方や、

介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算

額が年金受給額の 2 分の 1 を超える方など

は、納付書や口座振替（普通徴収）により

納めていただきます。※新たに後期高齢者

医療制度に加入した方は、しばらくの間は

普通徴収となります。また、保険料の納付

が困難な場合は、お早めにご相談ください。

■保険料の支払方法を「年金からの引き落
とし」から「口座振替」に変更できます

【手続き方法】年金から引き落とし（特別徴

収）の対象となる方が口座振替に変更する

場合は、「納付方法変更申出書」の提出が

必要です。後期高齢者医療被保険者証、通

帳、通帳の届出印を持参し、保険年金課後

期高齢医療係の窓口で申請してください。

※金融機関の窓口で保険料の口座振替の手

続きをした方は、口座振替のご本人控え、

後期高齢者医療被保険者証、印鑑を持参し、

保険年金課後期高齢医療係の窓口で年金か

らの引き落とし中止の手続きをしてくださ

い（申出書を受理してから年金からの引き

落としが中止になるまでに 2 ～ 3 か月ほど

かかります）。

■社会保険料控除について
　後期高齢者医療の保険料は、確定申告や

住民税の申告の際に社会保険料控除の対象

となります。年金から引き落としの方はそ

の年金受給者本人に社会保険料控除が適用

されますが、口座振替を選択した場合、保

険料をお支払いただいた口座名義の方に適

用されます。

【問合せ】保険年金課後期高齢医療係 

☎ 551・1767

　

な
お
、
郵
便
局
の
保
管
期
間

を
過
ぎ
る
と
被
保
険
者
証
は
市

へ
戻
さ
れ
ま
す
。
8
月
に
な
っ

て
も
被
保
険
者
証
が
届
か
な
い

場
合
は
、
保
険
年
金
課
後
期
高

齢
医
療
係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
有
効
期
限
が

切
れ
た
被
保
険
者
証
（
藤
色
）

は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
8
月
1
日
以
降
に
市
役
所

1
階
5
番
保
険
年
金
課
後
期
高

齢
医
療
係
に
お
返
し
い
た
だ
く

か
、
ご
自
身
で
破
棄
し
て
く
だ

さ
い
。

▼
8
月
か
ら
医
療
機
関
の
窓
口

で
負
担
す
る
割
合
が
見
直
さ
れ

ま
す

　

医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
割
合

は
、
世
帯
の
住
民
税
課
税
所
得

に
よ
り
1
割
ま
た
は
3
割
と
な

り
ま
す
。

　

平
成
30
年
度
住
民
税
課
税
所

得
（
平
成
29
年
中
の
所
得
で
算

出
）
に
よ
り
、
8
月
か
ら
の
一

部
負
担
金
の
割
合
を
見
直
し
ま

す
。

【
1
割
負
担
】
同
じ
世
帯
の
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
全
員
が
、
い
ず
れ
も
住
民
税

課
税
所
得
が
145
万
円
未
満
の
場

合【
3
割
負
担
】
同
じ
世
帯
の
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保
険

者
の
中
に
、
住
民
税
課
税
所
得

が
145
万
円
以
上
の
方
が
い
る
場

合▼
3
割
負
担
の
方
で
も
次
の
条

件
を
満
た
す
方
は
、
1
割
負
担

に
な
り
ま
す

　

世
帯
に
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
被
保
険
者
が
、

【
1
人
の
場
合
】
前
年
の
収
入

額
が
383
万
円
未
満

※
被
保
険
者
と
同
じ
世
帯
の
70

歳
か
ら
74
歳
ま
で
の
方
と
の
前

年
の
収
入
合
計
額
が
520
万
円
未

満
の
と
き
も
1
割
負
担
と
な
り

ま
す
。

【
2
人
以
上
の
場
合
】
前
年
の

収
入
合
計
額
が
520
万
円
未
満

　

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
に

は
、「
後
期
高
齢
者
医
療
基
準

収
入
額
適
用
申
請
書
」
を
7
月

上
旬
に
送
付
し
ま
し
た
の
で
、

保
険
年
金
課
後
期
高
齢
医
療
係

に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
が
認
め
ら
れ
る
と
3
割

か
ら
1
割
に
変
更
と
な
り
ま

す
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
医
療
係
☎
551
・

１
７
６
７

の
方
に
つ
い
て
は
全
員
、
70
歳

以
上
の
方
に
つ
い
て
は
、
被
保

険
者
全
員
の
住
民
税
が
非
課
税

の
方
に
加
え
、
平
成
30
年
8
月

か
ら
新
た
に
、
自
己
負
担
割
合

が
3
割
の
方
で
住
民
税
課
税
所

得
が
690
万
円
未
満
の
方
も
対
象

と
な
り
ま
す
。

▼
医
療
機
関
受
診
勧
奨
通
知
を

発
送
し
ま
す　

　

特
定
健
康
診
査
の
結
果
、
生

活
習
慣
病
に
関
わ
る
項
目
に
基

準
を
超
え
た
数
値
が
あ
り
、
医

療
機
関
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い

方
を
対
象
に
、
7
月
下
旬
に
通

知
を
発
送
し
ま
す
。

　

重
症
化
予
防
の
た
め
に
は
、

早
め
に
医
療
機
関
を
受
診
し
、

生
活
改
善
・

治
療
に
取
り
組
む

こ
と
が
大
切
で
す
。

　

通
知
が
届
い
た
方
は
数
値
を

確
認
し
、
受
診
の
参
考
に
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
４
０

【
場
所
】
加
藤
商
店
倉
庫(

福

生
市
志
茂
41
―
3
）

※
７
月
24
日
㈫
～
８
月
18
日
㈯

に
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て
い
る

古
着
交
換
会
参
加
店
で
お
買
い

物
を
し
た
方（
各
店
先
着
20
人
）

に
抽
選
券
を
配
布
し
ま
す
。
抽

選
券
を
お
持
ち
の
方
は
交
換
当

日
２
，
０
０
０
円
相
当
の
賞
品

が
当
た
る
抽
選
（
三
角
く
じ
）

に
参
加
で
き
ま
す
。

【
問
合
せ
】
銀
座
中
央
商
栄

会
（
柘
植
表
具
店
）
☎
551
・

０
７
４
３

5
番
保
険
年
金
課
保
険
年
金
係

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
（
郵
送

で
の
提
出
も
可
）。

※
こ
の
年
金
の
受
給
に
は
所
得

制
限
が
あ
る
た
め
、
前
年
所
得

の
調
査
を
行
い
ま
す
。
平
成
30

年
1
月
2
日
以
降
に
市
内
に
転

入
さ
れ
た
方
は
、
平
成
30
年
度

（
平
成
29
年
中
）
の
所
得
を
証

明
す
る
書
類
を
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
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